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平成 24 年３月 13 日 

各   位 

会 社 名  株式会社アドテックエンジニアリング 

代表者名  代表取締役社長 向井 敏雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6260） 

問合せ先  経営企画室室長  草野 健 

電話 03-3433-4600 

 

（訂正）「ウシオ電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに 

親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ 

 

平成 24 年 3月 13 日付で公開いたしました「ウシオ電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並

びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に、添付資料が添付されておりませんでしたので、

訂正した資料を添付いたします。 

 

 

 

記 

 

 

※添付資料 

「ウシオ電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及びその他の

関係会社の異動に関するお知らせ」の添付資料添付版 

 

 

以上 
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平成 24年３月 13日 

各   位 

会 社 名  株式会社アドテックエンジニアリング 

代表者名  代表取締役社長 向井 敏雄 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6260） 

問合せ先  経営企画室室長  草野 健 

電話 03-3433-4600 

 

ウシオ電機株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに 

親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 

 

ウシオ電機株式会社（以下、「ウシオ電機」といいます。）が平成 24年２月 14日より実施しておりました、当

社株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）が、平成 24年３月 12日をもって終了いたし

ましたので、その結果をお知らせいたします。 

また、本公開買付けの結果、平成 24年３月 19日をもって当社の親会社及びその他の関係会社に異動が発生す

る見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

記 

Ⅰ．本公開買付けの結果について 

当社は、本日、添付資料「株式会社アドテックエンジニアリング株式に対する公開買付けの結果に関するお知

らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について、ウシオ電機より報告を受けました。 

Ⅱ．親会社及びその他の関係会社の異動について 

１．異動に至った経緯  

平成 24年２月 13日、ウシオ電機は本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、同日開催の取締役会において本

公開買付けに賛同することを決議し、その旨を表明しました。 

当社は、添付資料「株式会社アドテックエンジニアリング株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」

に記載のとおり、ウシオ電機より、本公開買付けにおいて当社株式 1,825,786株の応募があり、その全てを取

得することとなった旨の報告を受けました。 

この結果、本公開買付けの決済の開始日である平成 24 年３月 19日に、ウシオ電機が所有する当社株式に係る

議決権の数が 37,096個、その議決権所有割合が 50.57％となりますので、ウシオ電機は、同日付で、当社の親

会社に該当することになります。  

（注）議決権所有割合は、 当社が平成 24年２月 13日付で提出した第 29 期第１四半期報告書に記載された平

成 23 年 12月 31日現在の発行済株式総数（8,030,000 株）から、同四半期報告書に記載された平成 23年 12 月

31 日現在において当社が所有する自己株式数（694,132 株）を控除した株式数（7,335,868 株）に係る議決権の

数（73,358個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

 

２．異動する株主の概要 

（１） 商 号 ウシオ電機株式会社 

（２） 本 店 所 在 地 東京都千代田区大手町二丁目６番１号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 菅田 史朗 

（４） 事 業 内 容 光源事業、装置事業及びその他事業 

（５） 資 本 金 の 額 19,556百万円（平成 23年 12月 31日現在） 
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（６） 設 立 年 月 日 昭和 39年３月 23日 

（７） 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31日 

（８） 連 結 純 資 産 152,463百万円（平成 23年 12 月 31日現在） 

（９） 連 結 総 資 産 204,619百万円（平成 23年 12 月 31日現在） 

（10） 

大株主及び持株比率 

（平成 23 年９月 30

日現在） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.42％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4.77％ 

ガバメント オブ シンガポールインベストメント コーポレーシ 

ョン ピー リミテッド（常任代理人香港上海銀行東京支店） 
4.04％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.64％ 

朝日生命保険相互会社 3.20％ 

アールービーシー デクシア インベスター サービシーズ トラ

スト, ロンドン レンディング アカウント（常任代理人スタンダ

ードチャータード銀行） 

3.17％ 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2.83％ 

株式会社りそな銀行 2.58％ 

オーエム０４ エスエスビー クライアント オムニバス（常任代

理人香港上海銀行東京支店） 
2.49％ 

ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフシー）サブ アカ 

ウント アメリカン クライアント（常任代理人香港上海銀行東京

支店） 

2.35％ 

（11） 
上場会社と当該会社

と の 関 係 等 

資 本 関 係 

ウシオ電機は、当社が平成 24 年２月 13 日付で提出した第 29

期第１四半期報告書に記載された平成 23年 12月 31日現在

の当社の発行済株式総数（8,030,000株）から、同四半期報

告書に記載された平成 23年 12 月 31日現在において当社が

所有する自己株式数（694,132株）を控除した数（7,335,868

株）の 25.68％（小数点以下第三位を四捨五入）に相当する

当社株式 1,883,900株を所有しております。 

人 的 関 係 
ウシオ電機の従業員２名が当社に出向しており、そのうち１

名は当社の取締役に就任しております。 

取 引 関 係 

当社はウシオ電機との間で、ウシオ電機からの消耗品等の仕

入取引、及びウシオ電機への部品等の販売取引を行っており

ます。また、ウシオ電機の産業用自動装置において一部業務

の受託を行っております。 

 
３．異動年月日 

平成 24年３月 19日（本公開買付けの決済の開始日） 

 
４．異動前後における該当株主の所有する議決権の数及び所有割合 

ウシオ電機 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 計 

異動前 
その他の 

関係会社 

18,839個 

（25.68％） 
― 

18,839個 

（25.68％） 

異動後 親会社 
37,096個 

（50.57％） 

11,000個 

（14.99％） 

48,096個 

（65.56％） 

（注１）「議決権所有割合」は、当社が平成 24 年２月 13 日付で提出した第 29 期第１四半期報告書に記載さ

れた平成 23 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（8,030,000 株）から、同四半期報告書に記載され

た平成 23 年 12 月 31 日現在において当社が所有する自己株式数（694,132 株）を控除した株式数

（7,335,868 株）に係る議決権の数（73,358個）を分母として計算しております。 
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（注２）「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

（注３）「合算対象分」に記載の議決権の数及び議決権所有割合は、当社株式を 1,100,000株所有する株式会

社ミズタニ（以下、「ミズタニ」といいます。）が所有する議決権の数及び議決権所有割合です。同社

は、ウシオ電機とミズタニの株主との間で締結した平成 24 年２月 13 日付株式譲渡契約に基づき、平

成 24 年３月 19 日付で、ウシオ電機がその発行済株式の全てを取得することによりウシオ電機の完全

子会社となる予定であるとのことです。 

 

５．今後の見通し 

当社は、本公開買付けの完了に伴い、ウシオ電機の連結子会社となりますが、当社株式は、引き続きＪＡＳＤ

ＡＱスタンダード市場での上場を維持していく方針です。 

また、既に平成 24年２月 13 日付当社プレスリリース「ウシオ電機株式会社による当社株式に対する公開買付

けに関する意見表明のお知らせ」でお知らせしておりますとおり、ウシオ電機は、ウシオ電機と当社の間の相互

補完関係をより積極的に活用し、ウシオ電機及び当社のさらなる成長及び企業価値の向上を達成するため、当社

の取締役の過半数を派遣する予定であり、当社は、ウシオ電機の要請に基づき、平成 24 年５月末頃を目途とし

て臨時株主総会を開催することを予定しております。これに関連して、当社は、本日開催の取締役会において臨

時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしました。詳細については、当社が本日公表した「臨時株

主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。 

本公開買付けが当社の業績に与える影響については現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表

すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

以 上 
 

添付資料 

ウシオ電機の「株式会社アドテックエンジニアリング株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」 

 



 

 - 1 - 

 

 

平成 24年３月 13日 

各 位 

会 社 名 ウ シ オ 電 機 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長  菅田 史朗 

（コード番号 6925 東証第１部） 

問合せ先 経理財務部長 神山 和久 

（ T E L ． 0 3 － 3 2 4 2 － 1 8 1 1 ） 

 

 

株式会社アドテックエンジニアリング株式に対する 

公開買付けの結果に関するお知らせ 

 

 

ウシオ電機株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成 24 年２月 13 日付当社プレ

スリリース「株式会社アドテックエンジニアリング株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」（以下

「本公開買付開始プレスリリース」といいます。）でお知らせのとおり、平成 24 年２月 13 日開催の取締役会

において、株式会社アドテックエンジニアリング（コード番号：6260、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタン

ダード市場、以下「対象者」といいます。）の普通株式を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に

より取得することを決議し、平成 24年２月 14日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが

平成 24年３月 12日をもって終了しましたので、その結果について、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本公開買付けの成立に伴い、対象者は、当社の連結子会社となる予定です。 

 

記 

 

１．買付け等の概要 

（１）公開買付者の名称及び所在地 

ウシオ電機株式会社 

東京都千代田区大手町二丁目６番１号 

 

（２）対象者の名称 

株式会社アドテックエンジニアリング 

 

（３）買付け等に係る株券等の種類 

普通株式 

 

（４）買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

954,000株 ―株 ―株 

（注１） 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全

部の買付けを行います。 
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（注２） 本公開買付けは、対象者の大株主であり代表取締役会長でもある水谷軍司氏（以下「水谷会長」と

いいます。）の親族である水谷舞氏（所有株式数363,000株）、水谷由美子氏（所有株式数363,000

株）及び水谷千代子氏（所有株式数228,000株）（以下これらの３名を「本応募者」と総称しま

す。）の所有する株式（合計所有株式数954,000株）を取得することを主たる目的としておりますの

で、買付予定数には、本応募者の所有する株式数（954,000株）を記載しております。 

（注３） 本公開買付けにおいては、対象者の単元未満株式についても買付けの対象となります。なお、会社

法に従って対象者株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令に従い、

公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。この場合、対象者は法令及び対象者株式取

扱規程に定める価格にて当該株式を買取ります。 

（注４） 対象者が所有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。 

 

（５）買付け等の期間 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成 24年２月 14日（火曜日）から平成 24年３月 12日（月曜日）まで（20営業日） 

 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第 27

条の 10 第３項の規定により、公開買付期間の延長を請求する旨の意見表明報告書が提出された場合は、

公開買付期間は 30営業日、平成 24年３月 27日（火曜日）までとなります。 

なお、対象者により提出された意見表明報告書には公開買付期間の延長を請求する旨の記載はなされ

ておらず、公開買付期間は当初予定どおり平成 24年３月 12日をもって終了しました。 

 

（６）買付け等の価格 

普通株式１株につき、400円 

 

２．買付け等の結果 

（１）公開買付けの成否 

本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の

買付けを行います。 

 

（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 

法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改

正を含みます。以下「令」といいます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開

示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）

第 30 条の２に規定する方法により、平成 24 年３月 13 日に株式会社東京証券取引所において、報道機関

に対して公表いたしました。 
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（３）買付け等を行った株券等の数 

株券等種類 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数 

株 券 1,825,786株 1,825,786株 

新 株 予 約 権 証 券 ―株 ―株 

新 株 予 約 権 付 社 債 券 ―株 ―株 

株 券 等 信 託 受 益 証 券 

（ ） 
―株 ―株 

株 券 等 預 託 証 券 

（ ） 
―株 ―株 

合 計 1,825,786株 1,825,786株 

（潜在株券等の数の合計） ― ― 

 

（４）買付け等を行った後における株券等所有割合 

買付け等前における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
18,839個 （買付け等前における株券等所有割合 25.68％） 

買付け等前における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
25,590個 （買付け等前における株券等所有割合 34.88％） 

買付け等後における公開買付者の 

所有株券等に係る議決権の数 
37,096個 （買付け等後における株券等所有割合 50.57％） 

買付け等後における特別関係者の 

所有株券等に係る議決権の数 
18,330個 （買付け等後における株券等所有割合 24.99％） 

対象者の総株主の議決権の数 73,353個  

（注１） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別

関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（ただし、特別関係者のうち法第27条の

２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に基づき特別関係者

から除外される者を除きます。）が所有する株券等（ただし、特別関係者である対象者が所有する

自己株式は除きます。）に係る議決権の数の合計を記載しております。 

（注２） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成24年２月13日付で提出した第29期第１四半期報

告書に記載された平成23年９月30日現在の対象者の総株主等の議決権の数です。但し、本公開買付

けにおいては単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における

株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、その分母を、同

四半期報告書に記載された平成23年12月31日現在の対象者の発行済株式総数（8,030,000株）から、

同四半期報告書に記載された平成23年12月31日現在において対象者が所有する自己株式数（694,132

株）を控除した株式数（7,335,868株）に係る議決権の数（73,358個）として計算しております。 

（注３） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以

下第三位を四捨五入しております。 

 

（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 

該当事項はありません。 
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（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 大和証券株式会社（復代理人） 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

② 決済の開始日 

平成 24年３月 19日（月曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人株主等の場

合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 

買付け等は、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、

決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその

常任代理人）の指定した場所へ送金するか（送金手数料がかかる場合があります。）、公開買付代理人又

は復代理人の応募受付をした応募株主等の口座へお支払いします。 

 

３．公開買付け後の方針等及び今期業績への影響 

本公開買付け後の方針等については、本公開買付開始プレスリリースに記載の内容から変更ありません。

なお、当社は、当社と対象者の間の相互補完関係をより積極的に活用し、当社及び対象者のさらなる成長及

び企業価値の向上を達成するため、対象者の取締役の過半数を派遣する予定であり、対象者は、当社の要請

に基づき、平成 24 年５月末頃を目途として臨時株主総会を開催することを予定しております。これに関連

して、平成 24年３月 13日に対象者が公表した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」

によれば、対象者は、当該臨時株主総会の基準日を平成 24年３月 31日とする旨の公告を行う予定とのこと

です。 

また、本公開買付開始プレスリリースにてお知らせのとおり、当社は、株式会社ミズタニ（以下「ミズ

タニ」といいます。）の株主との間で締結した平成 24 年２月 13 日付株式譲渡契約に基づき、本公開買付け

に係る決済の開始日である平成 24 年３月 19 日に、対象者株式を 1,100,000 株（所有割合（注）14.99％）

所有するミズタニの発行済株式の全部を譲り受ける予定であり、当社の対象者株式の所有割合は、間接保有

分も含め 65.56％となります。 

本公開買付けにより、対象者は、当社の連結子会社となる予定ですが、当社の今期連結業績及び単体業

績への影響は限定的です。 

（注）所有割合とは、対象者の平成 24 年２月 13 日提出の第 29 期第１四半期報告書に記載された平成 23 年 12 月 31 日

現在の対象者の発行済株式総数（8,030,000 株）から対象者が所有する自己株式数（694,132 株）を控除した数

（7,335,868株）に占める所有株式数の割合（小数点以下第三位を四捨五入）を意味します。 

 

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 

ウシオ電機株式会社  東京都千代田区大手町二丁目６番１号 

株式会社大阪証券取引所  大阪市中央区北浜一丁目８番 16号 

 

 

以 上 


